
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療健康診査受診券再発行管理ファイル 

行政機関等の名称 和歌山県後期高齢者医療広域連合 

 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

業務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的 

高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第 125 条等)のうち、健康診

査に係る受診券再発行事務に必要なため 

 

記録項目 〇健康診査受診券再発行情報  

1 被保険者番号,2 受診券番号,3 後期保険者番号,4 地方公共団体コード,5 宛

名番号,6 資格取得年月日,7 被保険者氏名カナ(判定),8 被保険者氏名漢字(判

定),9 生年月日,10 生年月日（和暦）,11 年齢,12 性別,13 被保険者市区町村漢

字,14 被保険者住所漢字,15 被保険者郵便番号,16 交付年月日,17 送付先氏

名カナ(判定),18 送付先氏名漢字(判定),19 送付先都道府県漢字(判定),20 送

付先市区町村漢字(判定),21 送付先住所漢字(判定),22 送付先郵便番号(判

定),23 発行年月日,24 電話番号,25 備考（抜き取り理由、不着、再発行等）,26 

対応日,27 受付者名,28 備考２,29 対応日,30 受付者名,31 備考３,32 対応

日,33 受付者名 

 

 

記録範囲 健康診査受診券再発行の申し出があった被保険者(※)及び依頼人（家族等） 

 

※高齢者の医療の確保に関する法律第 50条から第 55条に基づく被保険者 

 

記録情報の収集方法 • 健康診査受診券再発行の申し出があった被保険者本人または家族等からの聞

き取りによる収集。 

• 後期高齢者医療標準システムから資格情報等を収集。 

 

要配慮個人情報が含ま

れるときは、その旨 

含まれない 

 

記録情報の経常的提供

先 

無し 

 
開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

(名称)  和歌山県後期高齢者医療広域連合 業務課 

 

(所在地) 〒６４０－８１３７ 和歌山市吹上２丁目１－２２ 日赤会館９階 

 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

－ 

 

個人情報ファイルの種別 ■法第 60条第 2項第 1号(電算処理ファ

イル)  

□法第 60 条第 2 項第 2 号(マニュア

ル処理ファイル) 

政令第 21条第 7項に該当するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情

報の提案の募集をする

個人情報ファイルである

旨 

非該当 

 



 

行政機関等匿名加工情

報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

(実施なし) 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

(実施なし) 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができる

期間 

(実施なし) 

 

記録情報に条例要配慮

個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

 

備考 － 

 

 


